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関東平野中･北部地域における地盤沈下に関する新知見

(地下水位変動一地盤変動のサイクル)

関陽太郎1㌧小山潤2〕

札平野地域における著しい地盤沈下の原因究

明の経緯(地下水過剰汲み上げ説の確立と

地下水利用規制の成功)

沈下速度･沈下量･沈下面積ともに大規模な地

盤沈下が東京と大阪のいわゆる｢下町地域｣に発

生して社会的に注目されるようになったのは昭和

10年代のことであった.

その頃,地盤沈下の原因として議論されていた

主な説は次のようなものであった.(1)地質学的な

緩慢な地塊運動,(2)地震活動に伴う比較的急速

な地盤変動,(3)土層の自重による自然圧密作用,

(4)重量のある建築物あるいは埋め立て荷重によ

る弾性変形･流動変形･圧密加速,(5)埋め立て土

の表層圧縮,(6)地下噴気圧の低減,(7)地下水位

の降下による表層部の干上がり収縮,(8)地下水

位の降下による浮力の減少,(9)建築物･舗装道

路･排水施設などの増加による雨水浸透量の急激

な減少,(10)満水層の中の地下水の流れに伴う粘

土分の自然削剥流出,(11)道路交通量と交通荷重

の増加とそれに伴う地盤振動の激化,(12)地下水

の過剰汲み上げによる地層,特に粘土質層の水分

減少と微組織の撹乱扁平化など.

明治時代初期に始まっていた定期的な水準測量

の結果,すでに大正末期から昭和の初期には主と

して平野地域,特に沖積低地における水準点の低

下がかなりはっきりと認められていた.東大地震研

究所の宮部直己が｢沖積地域における表層部の沈

下現象は軟弱な沖積粘土層の収縮によるものであ

る｣という見解を発表して,具体的に東京下町の沖

積地の表層土の収縮を測定する沈下計を設置して

計測したのは昭和8年のことであった.

明治初期から始まっていたと思われる東京江東

地区の地盤沈下は大正7年くらいから急速に進行

し始め,大正12年の関東大震災直後に緊急に行わ

れた水準測量のデｰタによってその激しさが初め

て明らかになった.しかしその頃には,この江東地

区の地盤の沈下の主な原因は関東大震災に際して

発生した地盤の変位･変形であると一般に考えら

れていた.

更にそののち昭和5年と6年の水準測量値の比

較によって,年間100mm以上の地盤の沈下がこの

江東地区に発生している事実が明らかになった.

その後の戦前におけるいわゆる京浜地域における

工業生産活動の活発化と大規模建築物のビル用水

としての地下水の利用の高まりに伴って沈下面積

はますます拡大し,昭和12,13年頃には東京湾沿

岸にそって地盤沈下が川崎･横浜地域に延びると

ともに,日比谷･丸ノ内地区を中心とする非工業地

域にまで拡大していった.

我が国における地盤沈下の対策史の中で和達清

夫らの貢献は最も重要なものであった.大阪平野

の地盤沈下地域に設けられた深さ36m,67mおよ

び190mの3本の,二重管式の地盤沈下計と地下水

位計をセットした観測井を用いて和達清夫らが地

盤沈下量(地盤収縮量)と地下水位との連続観測

を始めたのは昭和13年であった.和達らは彼らの

観測デｰタに対するテルツアルギ圧密理論の適用

を試みて,昭和17年には｢大阪平野における地盤

の沈下は,地下水の過剰汲み上げによって発生し

た地下水位の低下に起因する｣という一見解を発表

した.
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和達らが得たような着実な観測デｰタに基づい

た明快な地盤沈下の原因説はほかに全くなかっ

た.にもかかわらず和達らの考えは,社会的にも,

政策面でも,学界においてもただちに受け入れら

れることはなかった.｢地下水の過剰な汲み上げが

地下水位を急激に低下させる.これが平野地域に

おける地盤沈下の原因である｣という人災説は,地

下水を大量に使用している側からみれば甚だ都合

の悪い意見であった.当時の為政者･政策担当者

にとっても地盤沈下を停止させる対策として地下

水の利用を強く制限することは,その社会的･経済

的な影響を考えると,容易に実行できるものではな

いと受け取られたことは十分に考えられる.

昭和30年頃から急激に発生した新潟平野の大

規模な地盤沈下の原因についても次のような色々

な説が主張されて,激しい論争が繰り返された.

(1)極地域の氷塊の融解などによる全地球的な海

面の上昇,(2)日本海沿岸地域の全般的な傾動沈

下,(3)新潟平野地域における局部的な地殻変動,

(4)新潟平野を構成している洪積層･沖積層の自

然圧密,(5)新潟港湾地域の大規模な波漢,(6)新

潟ガス田地域における天然ガス採取に伴う地表下

がんすい

数10m～数1,000m深部からの薗威水質地下水の大

量汲み上げなど.そして(6)がこの新潟平野に発生

した広域的地盤沈下の主たる原因であるという考

えが行政,天然ガス業界,学界に一般化したのは

昭和30年過ぎのことであった.

大阪･東京においては,太平洋戦争末期から終

戦直後にかけての大きな社会情勢の変化が地盤沈

下を停止させるという｢劇的な現場実験｣が行われ

た.すなわち,太平津戦争末期の空襲によるこれら

の地域における大小の規模の工場群の壊滅と操業

停止によって地下水の汲み上げが急激に減少し,

それに伴って地下水の過剰汲み上げが消滅したた

めに地下水位が広域的に上昇回復して,それととも

に地盤沈下もほとんど停止するカ㍉あるいは場所に

よると地盤の上昇･リバウンド現象が発生したので

ある.｢平野地域における広域的な地盤沈下は地下

水の大量揚水によるものだ｣という和達らの見解の

正しさがこのような形で証明されたのであった.

また,昭和23･4年頃からの戦後復興期からい

わゆる朝鮮戦争特需に伴う鉱工業生産の急激な復

活によって,これらの平野地域における地下水利

用量が激増し,地下水の過剰汲み上げが再び行わ

れたために,地下水位の広域的な低下が再び発生

し,地盤沈下も大阪･東京ともにかつてと同じよう

な悲劇的な様相を帯びるようになった.また,昭和

20年代の半ばから昭和30年代初期にかけては千

葉県を含む東京湾沿岸地域の低地地域において

天然ガス採取による戯水質地下水の大量汲み上げ

に伴って,激しい地盤沈下が発生した.これらも和

達らの説の正しさを証明するものであった.

昭和37年,43年,44年には都内下町地域にお

ける年間最大地盤沈下量は200mmを越え,特に

1998年11月号�



一54一

関陽太郎･小山潤

昭和43年度における江戸川区での240mm/年とい

う値は都内における地盤沈下観測史上最大のもの

であった.

このような地盤沈下の推移の中で堤防･水門な

ど河川構造物の沈下変形,いわゆる天井川･｢ゼ

ロメｰトル地域｣の形成,路面･橋梁･側溝などの

変形`破損･水道管1ガス管..共同帯など地下構

造物の変形･破損,建築物の基礎杭の抜け上がり

と破壊など,地盤沈下に伴って発生した各種のい

わゆる｢社会資本｣の破損･破壊が著しく顕在化し

てきたのが昭和30年代から40年代であった.その

頃になってようやく｢平野地域において発生する地

盤の(数mm/年程度以上の)急速な沈下の主たる

原因は(深層薗成水も含めた)地下水の過剰汲み上

げである｣,｢このような地盤沈下を停止させる,あ

るいは緩和させるためには,地下水の汲み上げを

規制しなくてはならない｣という考え方が学界にお

いても,行政面においても,社会通念としても,広

く認められるようになった.

通産省,建設省を中心とする中央行政機関によ

って工業用水法と建築物用地下水採取規制に関す

る法律が作られ国会において成立したのがそれぞ

れ昭和31年と昭和37年のことであった.和達らに

よって昭和10年代に発表された研究成果が発表以

来15～20年近く経ってようやく行政サイドの施策

として具体化したのであった.そして､地盤沈下対

策についての各種の啓蒙パンフレットや文書など

の中に第1図のようなイラストが公然と掲載される

ようになったのもその頃のことである.

上記の二つの法律の成立施行の開始を待ってい

たかのように,都内の江東地区全域から順次に地

下水採取用の井戸のストレｰナｰ深度と揚水ポン

プの吐出口断面積の規制がされるようになり,それ

らの規制は年を追ってますます厳しいものになっ

た.それとともに工業用水道の供給網も着実に整

備されてきた.また,東京都を始め各府県がこれら

二つの法律を補うようなかたちで制定してきた公害

防止条令とそれの矢継ぎ早やの改正･強化(届出

制から許可制への転化など),同じく地方自治体･に

よって実行されてきた表流水を水源とする水道供

給事業の拡大,工業用水の地下水から河川水･下

水処理水などへの転換事業の推進,節水･水利用

合理化の指導勧告など,地方自治体のたゆまぬ努

力も地盤沈下対策として絶大な効果を発揮した.

この頃になると新潟平野における天然ガス採取

に伴う深層地下水の揚水には厳しい規制がされる

とともに汲み上げた地下水の地下への再圧入とい

う手段も日常的となった.東京湾沿岸地域におい

て大規模に行われていた深度数100mからの地下

水の揚水を伴う.天然ガス採取は東京都による鉱業

権の買い上げによって完全に停止した.

また,大阪でも東京においても工業用･水道

用･建築物用の地下水の利用が厳しく規制され,

同時に表流水による水道網が充実されたのであ

る.

関係各省庁と各都府県などの主導による地下水

揚水の強力な規制が成功して,新潟平野･東京

都･大阪府の低地における広域的な地盤の沈下は

昭和50年代の末にはほぼ完全に沈静化した.東京

都東部の下町地域においては(一旦出来てしまっ

たいわゆるゼロメｰトル地帯を無くすことは殆ど出

来ていないけれども)地盤沈下は現在ほとんど進

行していないといってよい.

2,昭和30年代以降における関東平野中｡北部

の地盤沈下の推移と現状

東京都東部の下町地区など東京湾沿岸地域に

おける昭和初期からの地盤沈下の推移については

上に述べた.

この地盤沈下は昭和35年～昭和40年において

は既に東京都に接する埼玉県最南部の川口･戸

田･蕨･鵜ケ谷などの地域に波及し,これらの市は

年間100mm以上も沈下するいわゆる｢地盤沈下激

甚地域｣であった(第2図一1).

昭和41年～43年にかけて行われた水準測量調

査によると地盤沈下は上記の4市から更に東進･

北上して浦和･与野･越谷･草加･八潮･三郷の各

市にまで拡大し,沈下量も年間平均70mm､最大

160mmに及ぶようになった.

昭和44年に水準測量調査区域が拡大されること

によって,地盤沈下の地域が沖積低地の軟弱地盤

地域だけではなく,浦和･新座･朝霞などの洪積台

地地域にまで広く拡がっていることが判明した.

昭和45年には川口など埼玉県南縁部における

地盤沈下は依然として激しかったが,同時に激し

地質ニュｰス531号�



関東平野中･北部地域における地盤沈下に関する新知見(地下水位変動一地盤変動のサイクル)

一55軸

℀

4＼

熊谷市

､鴻巣市

大宮市

川越市.

S.53.一.1}S54.1.1

��������

熊谷市

鴻巣市

川越市大宮市

第2図

熊谷市“態谷市

＼

㌶

燃市＼鴻巣市

™�

S.63.1.1～S64.1.1

S,48.1.1～S49.1.1

昭和40(1965)年一昭和64(1989)年の間にける埼玉県東半部の地盤沈下の地域的推移.横線:沈下量2～4mm/

年の地域.粗い格子:沈下量4～6mm/年の地域.細かい格子:沈下量8-10mm/年の地域.黒:沈下量10mm/

年の地域.

い地盤沈下の中心が越谷･春日部など埼玉県の東

部にも確認されるようになった(第2図一2).

昭和46年には川口･蕨･戸田の各市における地

盤沈下はようやく沈静化の傾向を示した.これは

明らかに,これら埼玉県南縁部が昭和38年に埼玉

県公害防止条令の地下水採取規制区域に指定さ

れて,地下水の全採取量が厳しく規制されると同

時にこの地域における水道用水と工業用水の供給
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網が完成し,工業用水法施行規則の改正強化によ

る地下水楊水井戸のストレｰナｰ深度が650m以

深･ボンブ吐出口断面積21cm以下などの厳しい規

制の元に置かれるようになったからであった.

昭和47年には年間240mmもの激しい地盤沈下

が所沢市の洪積台地地域に発生していることが判

明した(江卑坤区奉ど二東京青rの沖積低地のみなら

ず板橋･練馬･豊島･中野･杉並の洪積台地の区

部および多摩地域にまで年間数10mmもの地

盤沈下が発生していることが判明したのは同じく昭

和47年のことであった).この年から埼玉県の浦

和･大宮･与野の各市に県の公害防止条令の厳し

い地下水採取基準(ストレｰナｰ深度650m以深,

ボンブ吐出口断面積21cm以下)が適用されるよう

になった.

昭和48年には川口市などの埼玉県南縁部諸都

市における地盤沈下はほぼ沈静化したが,所沢･

浦和･越谷での沈下は続いていた(第2図一3).

昭和40年代末から昭和50年代半ばまでの間に

関東平野中･北部における地盤沈下激甚地域は所

沢と埼玉県北東部の鷲宮周辺のみとなった(第2

図一4)(なお昭和53年は異常渇水年のため市町村

の水道組合に対する利根川･荒川を主とする河川

水の供給量が著しく少なかったので,この年には

全域的に大量の地下水を揚水せざるをえなかっ

た.したがってこの昭和53年度においては埼玉県

平野部は全広域的に沈下したのである).

昭和50年代末まで続いていた埼玉県所沢地域

の激しい地盤沈下も昭和60年代に入るとほぼ完全

に停止した.その主な原因は,所沢地域における

｢表流水による水道用水供給事業｣が完成し,その

供用が開始されるに伴い,この地域における地下

水の汲み上げ量が激減したことであった(第2図一

5･6).

昭和50年代末から昭和60年代初めを経て今日

まで,鷲宮を中心とした埼玉県北東部と越谷･春

日部地域を中心とした同県東部に地盤沈下の中心

が残っていた(第2図一6).数年おきに繰り返されて一

いた異常渇水の年には利根川･荒川を主としてい

た表流水の利用が厳しく制限されざるを得なかっ

たにもかかわらず,策2図一5および第2図一6ではっ

きりと示されているようにこの期間における埼玉県

下における地盤沈下の沈下量も沈下面積もともに

著しく減少した.その主な原因は,(1)工業用水

法､いわゆるビル用水法および県の公害防止条令

による地下水採取の厳しい適用,(2)主として表流

水を水源とする水道用水と工業用水の公的供給網

の充実および(3)工業用と上水用の水の節約への

官民あげての努力などである.

一著しい地盤沈下が利根川右岸の埼玉県北東部

の鷲宮町･栗橋町･大利根町周辺から利根川左岸

の群馬県館林･板倉地域,栃木県野木･小山地域

および茨城県古河･総和･五霞地域に拡大してい

ったのは昭和50年代初めのことであったらしい(こ

れらの地域における地盤沈下観測井の設置などが

埼玉県などに比較してかなり遅れていたので,昭

和40年代およびそれ以前における地盤変動につい

てのデｰタは著しく少ない).

昭和53年一57年の5年間には,群馬･栃木･茨

城の3県が県境を接している野木･古河･板倉地域

における累積沈下量はすでに100mmを越えてい

た.昭和63年一平成4年の5年間におけるそれは

更に大きくなって,200mmに達していた(第3図).
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窮3図昭和63(1988)年1月から平成5(1993)年1月まで

の関東平野中･北部における累積地盤沈下量.

粗い横線:50-100mm.細かい横線:100～

150mm.格子1150-200mm.黒:200mm以上.
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第4図異常渇水年であった平成6(1994)年度における関東平野中･北部の市町村の年間最大地盤沈下量.点部:

20mm以下.横線部:20～40mm.斜線部:40mm以上.

異常渇水のために全域的に多量の地下水が汲

み上げられた平成6年度に､おける茨城県古河市･

総和町･三和町･石下町,栃木県野木町･小山市

などにおける年間最大地盤沈下量は40mmを越え

るものであった(第4図).

すなわち,平成の時代に入ってから平成10年の

今日まで,これらの群馬県南東縁･栃木県南部･茨

城県西縁部地域は,昭和30年代の東京都江東地

区や昭和40年代の埼玉県南縁地域とおなじ地盤

沈下激甚の時代に入っていると思われる(第5図).

そして現在のような地下水揚水がそのまま続けば

これらの関東平野北部の諸地域における平成12年

までの2年間の広域的な地盤沈下量は平均120mm

に達するものと予想されている.

3,長期観測資料に基づく地下水位一累積収縮

(沈下),量関係の経年変化と型(ステｰジ)

分け

地盤沈下に関係したいろいろな種類の計測デｰ

タ･統計資料のうち,最も信頼できるもの,あるいは

本当に信頼できるものは,十分な配慮のもとに設置

され注意深く管理された地盤沈下観測升における

地下水位と地盤変動量の記録である.地下水を採

取している井戸の数と分布,それぞれの井戸およ

び井戸群の一日あたり､あるいは月,年あ走りの地

下水揚水量などについては,集計されている対象

が各県の条令に基づく許可井戸および水道水源井

戸に限られており,それ以外の､例えば農業用井

戸,県条令にかからない小規模なもの,または規制
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第5図関東平野中･北部における平成4(1992)年～9(1997)年の間の地盤沈下累積量図.粗い横線:50～100mm.格

子:100～150mm.黒:150mm以上.

用途以外の目的で採取される地下水揚水などにつ

いてはその実態が必ずしも正確に把握されていな

い.そのうえ,地下水汲み上げ量などは井戸の所有

者･使用者の自己申告･報告制のもとにあるので,

どうしても申告漏れ･過小申告･過大申告などが発

生してしまい,その信頼性にかなりの疑問がある.

埼玉県全域･千葉県西北部･群馬県東南部･栃

木県南部･茨城県西部に設置された地盤沈下観測

井で過去数年～数10年の間観測された,それぞれ

の地点における地下水位と地盤沈下量の膨大な資

料が最近,環境庁水質保全局の努力によって極め

て注目されるべき成果としてまとめられつつある.

上記の観測升における地下水位と累積地盤収縮

(沈下)量との関係の経年的変化をまとめたのが第

6図～第15図である.

地下水位は年間の季節変動が著しい.1月から4

月にかけて上昇し,5～6月から低下し.始めて,8～

9月に最低になり,そののち11～12月にむかって次

第に上昇するのが一般的である.今回の取りまと

めに際しては各観測井の毎年1月1日の地下水位

(TP)を用いた.

地盤の累積収縮(沈下)量は各観測升に設置さ

地質ニュｰス531号�
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第6図0型の地下水位(TP,m)一累積収縮量図.埼玉県第7図

行田観測チ1二(昭和61(1986)年～平成7(1995)

年).

れた沈下計によって測定された前年1年間の収縮

量を年毎に追加したものである.第6図～第15図

では,地盤が沈下していれば収縮方向に,地盤が

上昇していれば膨張方向にシフトすることになる.

同一地点に深度を異にする複数の観測升が設置

されている場合には次のようにして取りまとめた:

(1)例えば3本の観測井の深度を50m,100mおよ

び150mとする.(2)50m井の地下水位と収縮量は

その観測井の観測デｰタそのものとする.(3)

100m井の場合は,地下水位は50m升と100m升の

地下水位の単純平均値とし,地盤収縮量として

100m観測升の観測値から50m升のそれを差し引

いたもの,つまり50mと100mの井戸の孔底深度の

間における層間収縮量を用いた.(4)以下,150m

升の場合も100m井と同様な手法で地下水位と地

盤収縮量を算出した.(5)そして地盤収縮量のデｰ

タは観測開始以降の値を順次累積していった.

観測した期間が2～3年に過ぎない比較的最近に

設置された観測升のデｰタは用いなかった.地下

水位一累積収縮量関係の経年変化がどのような方

向に向かっているかということがこれら短期間に得

られたデｰタでははっきりと掴みきれないからであ

る.

かくして,関東平野中･北部の5県にまたがって

比較的均等な分布で設置された47地点の地盤沈

下観測井戸で得られた地下水位一地盤累積収縮量

の経年変化には次の7つの型が認められた.

0型1これは第6図にようなものである.数年～

10数年あるいはそれ以上の年月の間地下水位の変

化･地盤の変動がほとんど認められない,あるいは

極めて僅かな状態に終始している.このような型の

�

員

幽

爆

曽

鰹

疎

1型の地下水位(TP,m)一累積収縮量図.群馬県

大泉観測井(昭和58(1983)年一平成7(1995)

年).矢印は経年変化の方向を示す.ほかの図の

矢印も同じ.

地下水位(TP,m)

�1.05.O.･.O･]､O･1･O-2.00

60.0010.OO･'O.00�

■2000

第8図2型の地下水位(TP,m)一累積収縮量図.栃木県

藤岡観測丼(昭和60(1985)年一平成7(1995)

年).

観測結果は関東平野の北縁部の群馬･栃木･茨城

の比較的山地に近い平野部に認められ,また埼玉

県においてはも比較的西部と大宮市の700mもの

深部で確認されている.これらのところでは過去数

年～10数年の間,地下水位と地盤の変動はなか

った,あるいは極めて軽微であった.地下水位の

過剰揚水という点に関しではこれらの地点はいわ

ば処女地であったと考えられる.

､型1これは第7図で示されるような地下水位一

地盤累積収縮量の経年変化である.地下水位の過

剰揚水によって地下水位は経年的に低下したが地

盤の収縮沈下はまだ発生していない状態である.

これは新第三紀一第四紀の地層でも比較的砂～砂

利層が卓越していて垂直加重に対する抵抗力が強

い地盤である場合に発生しやすいが,泥の地盤の

場合でも過剰揚水の初期の段階に起こり得ると考

えられる.

2型:第8図と第9図で示される場合は地下水位

1998年11月号�
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第9図2型の地下水位(TP,m)一系横収縮量図.茨城県

古河観測井(昭和53(1978)年～平成7(1995)

年).
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第10図2型から3型へ移行の地下水位(TP,m)一累積収

縮量図.茨城県総和工高観測丼(昭和53(1978)

年～平成7(1995)年).

の低下に伴って地盤も収縮沈下する.典型的な過

剰揚水に伴う地盤沈下である.第8図と第9図で解

るようにこれらの図での右下方への傾斜には緩急

さまざまある.この型は経年的に次に述べる3型に

移行する(第10図).

3型:これは地下水位はほとんど一定で安定して

いるのに地盤の収縮沈下だけが起きている場合で

ある(第11図).この型は経年的に次の4型に移行

する(第12図).

4型:この型は地下水位揚水が厳しく規制された

結果,地下水位は上昇回復に向かっているけれど

も,地盤の収縮沈下はあいかわらず続いている状

態である(第12,13図).この型は次の5型に移行す

る(第13図).
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3型の地下水位(TP,m)一累積収縮量図.栃木

黒小山南観測井(昭和60(!985)年～平成7

(1995)年).
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3型から4型へ移行の地下水位(TP,m)一累積収

縮量図.埼玉県越谷東観測井(昭和59(1984)

年～平成7(1995)年).

地下水位(TP,m)

恭潯

第13図4型から5型へ移行の地下水位(TP,m)一累積収

縮量図.埼玉県所沢観測丼(昭和55(1980)年

一平成7(1995)年).

5型:地下水位はどんどん上昇回復しているが,

地盤高はほぼ一定の状態に終始している型であ

る.地下水位の回復傾向ははっきりしていて,地盤

沈下もほぼ完全に沈静化した場合である(第14

図).地下水揚水の規制が更に続くと,この型はや

がて次の6型に移行して行く(第15図).

6型:地下水位の上昇に伴って地盤が膨張･上

昇している段階である(第15図).これは｢地下水
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第14図5型の地下水位(TP,m)一累積収縮量図.埼玉

県浦和観測井(昭和50(1975)年一平成7(1995)

年).
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第15図5型から6型へ移行の地下水位(TP,m)一累積収

縮量図.埼玉県川口観測井(昭和50(1975)年

～平成7(1995)年).

位の回復に伴って発生する地盤のリバウンド｣と呼

ばれているものである.

7型1土の6型に引き続いて,｢地下水位の回復

上昇が停止した後にも地盤の膨張上昇傾向はなお

続く｣ということはあり得るが,この型の地下水位一

地盤累積収縮関係は関東平野中･北部ではまだ確

認されていない.7型が実際に確認されていない

のは,地盤沈下が非可逆的な現象で5型または6

型で終一室､する可能性があることを示しているようで

ある.例えば,埼玉県川口では地表下100mより浅

い層では5型の地盤沈下で終息しているが,100m

以深の層では6型が明瞭に観察されている.ここで

主に扱っている関東平野中･北部におけるよりも

20年近く前に激しい地盤沈下が発生し現在では既

にほぼ完全に沈静化して既にかなりの年月を経て

いる東京都江東地域では,沖積層を主とする浅い

層では5型で終息する傾向が見られ,より深い層

では6型が一般的であり,どこでも上に述べた7型

に相当する地下水位一地盤収縮量関係の経時変化

は見られない.このことは,一旦地盤沈下が起きて

しまうと元通りの地盤商にまで戻ることはないとい

うことを示していて,地盤沈下地域の内水氾濫など

に対する潜在的な危険性が将来にわたって継続す

る可能性を暗示している.

同一地点に深度を異にする数本の観測井が設置

されている場合においては,しばしば深さによる

上記の型が多少異なっている.例えば埼玉県鷲宮

観測井の場合(1)地表～35m間と250m～410m間

とは年間沈下量が大きい2型であるが,(2)85m～

250m間は年間沈下量がかなり小さな2型で,それ

は最近では3型に移行する傾向を示しており,(3)

35m～85mの問では明らかな3型が認められる.こ

のようなことは,それらの観測井地点における沖積

層･洪積層などの層厚関係,層相,帯水層の透水

性,ストレｰナｰの位置,近隣の揚水分における揚

水量の深度による違いなどによるものであろう.

関東平野中･北部地域において設置されている

総計50本に近い地盤沈下観測升の長年にわたる

観測記録の整理によって得られた地下水位一地盤

累積収縮量の経年変化図に基づいた｢型｣の分布

を示したのが第16図である.

(1)0型の観測升は本地域の北部と西部の,地盤

沈下がまだ顕在化していない地域に分布して

いる.

(2)1型と2型を示す観測卉はその南側と東側に分

布する.

(3)3型は埼玉県の越谷･春日部･鷲宮から群馬県

板倉,栃木県野木･小山,茨城県古河･総和

など第3,4,5図などに示されている｢現在の

地盤沈下激甚地域｣に分布している.

(4)4型と5型は,かつての地盤沈下激甚地域で,

現在ではそれがかなり沈静化している地域に

分布する.

(5)6型,すなわち地盤のリバウンド現象が発生し

ている型は埼玉県南縁部の,かつて極めて激

しい地盤沈下地域であったが現在ではほぼ完

全に沈静化している地域に分布する.

東京都発表の資料によると,埼玉県南縁部に接

する東京都最北部から江東地区までの地域に設置

されている観測升で得られた地下水位一地盤累積
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第16図関東平野中北部に設置された観測井の地下水位一累積収縮量関係の型の分布図.

収縮量関係の型のほとんど全てが5型あるいは6型

のものである.これらの都内地区は前にも述べた

ように,昭和20年代～40年代において工業用およ

び天然ガス採取のための地下水の大量採取が行わ

れたので極めて激しい地盤沈下をしたが,その後

における厳しい地下水採取規制によって,昭和50

年代以後になって地盤の広域的沈下がほぼ完全に

停止した地域なのである.

4.地下水位一累積地盤収縮(沈下)量のサイクル

上に述べた0型から1,2,3,4,5,6,7の型ま
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第17図

地下水位一累積収縮量関係の

型(ステｰジ)に基づいた地盤

の沈下･リバウンド現象の推移.

での間には第17図に示すような関係があると思わ

れる.すなわち,地下水位の変化と地盤の沈下･

上昇とのあいだには次のようなステｰジを経た継

続的な関係があると考えられる:

イニシアルステｰジ(O型)

後背山地および地表から供給される地下水はそ

のまま地下地盤のなかを浸透流下してゆくが,この

供給されている量以上の地下水の揚水がなければ

地下水位も地盤も安定したまま保たれている.

第1ステｰジ(1型)

過剰揚水によって地下水位は低下してゆくが,地

盤は何とか収縮･沈下しない状態で保たれてい

る.

第2ステｰジ(2型)

更に過剰揚水が続くと,地下水位の低下ととも

に地盤も自然加重に耐えられなくなって収縮しは

じめて,地盤沈下現象が発生する.

第3ステｰジ(3型)

過剰揚水の規制などにより地下水位の低下は停

止状態になったが,地盤の収縮･地盤沈下は惰性

的に続いている段階である.

第4ステｰジ(4型)

厳しい揚水量規制が引き続き実施されたため

に,揚水量そのものが自然に供給されている地下

水の量より少なくなったので,地下水位は次第に

上昇する.しかし,地盤は相変わらず惰性的な沈

下を続けている.

第5ステｰジ(5型)

地下水位は回復上昇をしているが,地盤は(沈下

傾向は停止したけれども,膨張･上昇はしないで)

ほぼ一定のレベルに止まっている段階である.

第6ステｰジ(6型)

地下水位の回復上昇がなお続くので地盤もやっ

と膨張･上昇するようになっている段階である.

第7ステｰジ(7型)

地下水位はある限度以上に回復･上昇しなくな

り,ほぼ一定のレベルのままに保たれるが,地盤の

膨張･上昇が(おそらくごく緩慢であろうが)なお続

いている状態である.このステｰジの地下水位一地

盤累積収縮量関係は,少なくとも関東平野地域で

はまだ確認されていない..

青木(1971)は地盤沈下の速度(mm/年)と地下

水位との間の関係の経時変化を解析して｢地盤沈

下の進行過程のPhase(時相)｣という概念を提案

し,主として東京都･大阪府･新潟県に設置された

地盤沈下観測丼におけるデｰタから,地盤沈下に
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は次の4つのPhaseがあると述べ,これらのPhase

の見方を導入することによって各地の地盤沈下の

進行度を判定できる可能性を示唆した:

PhaseI:地下水位が低下し,地盤の沈下速度

が増加する.

Phase皿:地下水位が低下し,地盤の沈下速度

は減少する.

Phase皿:地下水位は上昇し,地盤の沈下速度

が減少する.

PhaseW:地下水位が上昇し,地盤の沈下速度

は極めて小さくなる.

これらのPhase工,同皿,同皿および同Wは筆

者らの第2(お去び第3?)ステｰジ,第4ステｰジお

よび第5ステｰジに大体対応するようである.

既存の観測井のそれぞれについてこのようなス

テｰジ区分あるいはPhase区分をすることによっ

て,その観測外地点の地盤沈下現象に関する現状

と今後の傾向の予測を比較的適確に行い得ると考

えられる.そして,このような解析の成果が,今後ど

のような地点に新たな観測井を設置したらよいか

という問題や,近い将来におけるリアルタイムの観

測ネットワｰクシステム構築の問題のみならず,揚

水規制に関するきめ細かく,かつ即応的な対処を

行政的に行おうとした場合の有力な指針･判断基

準の一つになると思われる.
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